
人
事

院
指

針
の
懲

戒
処
分

の
要
件

出
典
：
人
事
院
「
懲
戒
処
分
の
指
針
に
つ
い
て
（
平
成

1
2
年

3
月

3
1日

職
職
ー

6
8）
人
事
院
事
務
総
長
発
」に

基
づ
き
小
西
洋
之
事
務
所
作
成

2
0
2
0
年

6
月

1
1日

参
議
院
予
算
委
員
会

立
憲
・
国
民
．
新
緑
風
会
・
社
民

小
西
洋
之

基
本

要
件

加
重

要
件

①
動

機
、

態
様

、
結

果
①

動
機

・
態

様
が

極
め

て
悪

質
、

結
果

が
極

め
て

重
大

②
故

意
、

過
失

の
程

度

③
職

責
、

非
違

行
為

と
の

関
係

②
職

責
が

特
に

高
い

④
他

の
職

員
・

社
会

へ
の

影
響

③
公

務
内

外
へ

の
影

響
が

特
に

大
き

い

⑤
過

去
の

非
違

行
為

の
有

無
④

類
似

の
非

違
行

為
の

懲
戒

処
分

の
有

無

⑤
複

数
の

異
な

る
非

違
行

為
の

実
行

パ
ネ
ル

①



出典：法務省提出資料より小西洋之事務所作成

2020年6月11日参議院予算委員会 立憲・国民．新緑風会・社民 小西洋之パネル②



国家公務員法の一部を
改正する法律案（定年制度）想定問答集「

出典：国立公文書館資料「国家公務員法の一部を改正する法律案（定年制度）
想定問答集（昭和五十年十月総理府人事局）」より小西洋之事務所作成
2020年6月1 1日参議院予算委員会 立憲・国民．新緑風会・社民 小西洋之

【
問
46
】

【
問
47
】

パネル③



検事長の勤務延長の違法の立証
（法令解釈ルールの当てはめ）

法令の解釈は、

① 当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、

② 立案者の意図や立案の
背景となる社会情勢等を
考慮し、

③ また、議論の積み重ねの
あるものについては全体
の整合性を保つことにも
留意して

論理的に確定される
べきもの（略）

仮に、政府において、法令
解釈を便宜的、意図的に変
更するようなことをするとす
れば、政府の法令解釈ひいて
は法規範そのものに対する国
民の信頼が損なわれかねな
い

国公法「法律に別段の定めの
ある場合を除き」の解釈は、

「検察官を勤務延長を含む定年
制度から除外する」との趣旨の
ため規定された文言
（想定問46,47、S56国会答弁）

人事院見解に基づき内閣が検察
官を除外して立案、国会が議決
(検察官の職務･責任の特殊性)

『 Ｓ59年人事院通知、検察官
の退職辞令の規定、教特法との
整合性 』 等々

⇒ 論理的には「検察官
に勤務延長は適用除外
（違法）」とのみ解釈
可能

⇒ 黒川検事長の勤務延長は
便宜的、意図的な解釈変更
そのもの

政府の法令解釈のみならず、
法規範そのものに対する国民
の信頼が損なわれる事態

出典：島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書（平成16年6月18日答弁第一一四
号）等より小西洋之事務所作成2020年6月11日参議院予算委員会 立憲・国民.新緑風会・社民 小西洋之パネル④



・
「内
閣
官
房
・内
閣
府
に
お
い
て

取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
」と
の

主
張
は
免
罪
に
な
ら
な
い
。

・
安
倍
事
務
所
が
有
権
者
を
推
薦

し
、
参
加
を
約
束
等
し
て
い
る
以
上
、

利
益
供
与
罪
・約
束
罪
が
成
立
。

買
収
罪
の
構
成
要
件

（
１
）
財
産
上
の
利
益
の
供
与

・
・
・
・
人
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
も
の

（
申
し
込
み
、
約
束
も
）

社
交
上
の
儀
礼
を
超
え
る
も
の

選
挙
民
の
心
を
動
か
し
う
る
も
の

「
供
与
者
が
現
実
に
そ
の
供
与
の
目
的
物
に
つ
い
て
処
分
権
を
有
し
な

い
と
き
に
お
い
て
も
本
罪
の
成
立
を
妨
げ
な
い
」
（
公
選
法
逐
条
解
説
）

（
２
）
供
応
接
待

・
・
・
・
日
常
の
社
交
の
程
度
を
超
え
る
も
の

（
申
し
込
み
、
約
束
も
） 出
典
：
首
相
官
邸
H
P
、
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
（
下
）

」
（
㈱
ぎ
ょ
う
せ
い
、
2
0
0
9
）
よ
り
小
西

洋
之
事
務
所
作
成
2
0
2
0
年
6月

11
日
参
議
院
予
算
委
員
会

 立
憲
・
国
民
.新

緑
風
会
・
社
民

 小
西
洋
之

パ
ネ
ル
⑤



■
内
閣
官
房
作
成
「
総
理
声
か
け
（
1
1
月
1
5
日
）
」

Ｑ
実
際
に
参
加
さ
れ
た
地
元
の
方
の
中
に
は
、
こ
の
会
の
性
格
を
自
分
は

知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
自
分
は
安
倍
総
理
の
選
挙

等
を
支
え
て
き
て
い
る
か
ら
、
そ
の
貢
献
で
選
ば
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
た
と

い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
・
・
・
。

Ａ
確
か
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点

か
ら
も
、
や
は
り
推
薦
す
る
上
に
お
い
て
、
知
っ
て
い
る
範
囲
で
推
薦
す
る
こ

と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
以
下
、
略
）

■
事
後
報
酬
供
与
罪

 （
事
後
買
収
罪
）

「 
本
罪
は
、
投
票
の
終
わ
っ
た
後
又
は
選
挙
運
動
を
や
め
た
後
に
お
い
て
、

つ
ま
り
過
去
の
行
為
の
報
酬
と
し
て
利
益
を
供
与
す
る
も
の
で
あ
る

 
」

「 
本
罪
は
、
投
票
を
し
・・
選
挙
運
動
を
し
・・
又
は
こ
れ
ら
の
周
旋
勧
誘
を
し

た
こ
と
の
報
酬
と
す
る
目
的
を
も
っ
て
選
挙
人
又
は
選
挙
運
動
者
に
対
し
金

銭
、
物
品
そ
の
他
の
利
益
を
供
与
す
る
等
の
行
為
の
あ
っ
た
と
き
に
成
立

 
」

（
公
選
法
逐
条
解
説
）

出
典
：
内
閣
官
房
提
出
資
料
「
総
理
声
か
け
（
1
1
月
1
5
日
）
」
、
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
（
下
）
」
（
㈱
ぎ
ょ
う
せ
い
、
2
0
0
9
）

よ
り
小
西
洋
之
事
務
所
作
成
2
0
2
0
年

6月
11
日
参
議
院
予
算
委
員
会

 立
憲
・
国
民
.新

緑
風
会
・
社
民

  小
西

洋
之

之

パ
ネ
ル

⑥
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